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�本書について�

◎�本書は、四国運輸局管内の指定自動車整備事業者及び自動車検査員が法令を
遵守し、業務を執り行うために必要な関係法令・通達等を抜粋した書籍です。
◎構成は次のとおりとしました。
　第１章　総　則
　　　　　　…�認証、指定にかかわらず、自動車整備事業全般に関係する事柄

をまとめています。
　第２章　認証制度
　　　　　　…�自動車分解整備事業と深い関わりのある認証制度についてまと

めています。また、各項目ごとに車両法による罰則規定及び違
反事例に対する違反点数を収録しています。

　第３章　指定制度
　　　　　　…�「指定自動車整備事業者」及び「自動車検査員」に関係する指

定制度についてまとめています。また、各項目ごとに車両法に
よる罰則規定及び違反事例に対する違反点数を収録していま
す。

　第４章　行政処分等の基準
　　　　　　…�違反事項を行った事業者及び検査員に対して行われる行政処分

についてまとめています。
　第５章　保安基準適合証等の記載方法
　第６章　指定整備記録簿の記載方法
　巻末資料　…点検基準別表や保険会社名略称表等を収録しています。
◎�誠に恐縮ですが、法令の改正等により本書の内容と運輸支局等からの指導が
異なる場合があります。その場合、指導に基づいて業務を行うとともに、本
書へ加筆等行い、活用していただければ幸いです。

◆　　　　　　◆　　　　　◆

◎�具体的な検査基準については、公論出版発行「自動車検査ハンドブック」及
び審査事務規程原文を収録した「保安基準と審査事務規程〔原文〕」を参照
してください。
　�また、自動車点検基準以外の具体的な点検・整備方法については、各自動車
メーカー発行の技術資料を参照してください。

令和元年６月　編集部
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注�⑨　第７号様式中、下表の機器については、従来使用している機器を最初に変更するまでの間は、
それぞれ下表左欄の機器とみなす。〈認証業務の取扱い・附則３〉

第７号様式中の機器 従来から使用している機器（左欄の機器とみなすことができる）
サーキットテスタ ボルト・メータ又はアンペア・メータ
充電器 バッテリ・テスタ
ハンディ・バキュームポンプ バキューム・テスタ
ダイヤル・ゲージ ダイヤル・ゲージ付きトースカン

５ 変更時の具体例と提出書類記載例

�事業場管理責任者、主任技術者及び共用設備管理責任者の変更届の廃止
◎�標記については、その変更届を廃止したところであるが、事業場管理責任者、
主任技術者及び共用設備管理責任者（事業場管理責任者等）の役割の重要性
に鑑み（＊）、事業場管理責任者等を変更する場合にあっては、辞令の交付
等を行うことにより、その管理組織体制を明確にするとともに、併せて事業
場組織図及び社内規程等についても、その都度変更するよう、関係者に対し
周知徹底を図られたい。〈事業場管理責任者等の変更届の廃止〉

　＊「鑑み」かんがみ。先例や規範に照らし合わせる。他を参考にして考える。

�事業者の氏名又は名称変更
◎提出期限：30 日以内
◎提出書類：①第１号様式　自動車分解整備事業申請書（変更届）　２部
　　　　　　②商業登記簿謄本（法人の場合のみ必要）　２部
　　　　　　③戸籍謄本（個人の場合のみ必要）　２部
　　　　　　④認証書の返付
◎具 体 例 ：会社名の変更（法人の場合）もしくは氏名の変更（個人の場合）

公論出版自動車公論社改め

［変更時等の手続き（一覧）］
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１．軽油を燃料とする原動機を除く

対象とする自動車
の種類及び
対象とする装置の
種類

認　証　年　月　日

印

該当し

ない欄

を斜線

で消す

こと。

第１号様式

自動車分解整備事業認証申請書（変更届）

指　定　番　号 四運指　第 号 普・小・軽 年 月 日平 ・ 昭

認　証　番　号 四運証第 号－ 普・小・軽 年 月 日平 ・ 昭

変 更 年 月 日 平　成 年 月 日 変更理由

事 業 の 譲 渡 譲渡人 自家・専業・販売の別 自　家　・　専　業　・　販　売

業　務　の　範　囲 １．軽油を燃料とする原動機を除く ２．ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする原動機を除く ３．カタピラ付大型特殊自動車に限る

7 . 小型二輪自動車 〔原･動･走･操･制･緩･連〕 8 .  軽  自  動  車 〔原･動･走･操･制･緩･連〕 9 . 大型特殊自動車 〔原･動･走･操･制･緩･連〕

4 . 普通自動車（乗用） 〔原･動･走･操･制･緩･連〕 5 . 小型四輪自動車 〔原･動･走･操･制･緩･連〕 6 . 小型三輪自動車 〔原･動･走･操･制･緩･連〕

1 . 普通自動車（大型） 〔原･動･走･操･制･緩･連〕 2 . 普通自動車（中型） 〔原･動･走･操･制･緩･連〕 3 . 普通自動車（小型） 〔原･動･走･操･制･緩･連〕

事　業　の　種　類 １．普通自動車分解整備事業 ２．小型自動車分解整備事業 ３．軽自動車分解整備事業

事業者の氏名又は名称 新 旧

事　業　者　の　住　所 新 旧

事　業　者　の　名　称 新 旧

事 業 場 の 所 在 地 新 旧

四国運輸局長　殿

平成　　　年　　　月　　　日
申請（届出）者の氏名
又 は 名 称 及 び 住 所 （又は署名）

※届出は記名のみ

印

ふりがな

ふりがな

30 ５ 14
株式会社 公論モータース
代表取締役　徳島 純一

30 ５ 10

公論モータサービス 左に同じ
徳島県徳島市応神町３丁目９番

変更から 30日以内であること

株主総会による
60 XXXX

XXXX
55 ６ 1
55 ６ 1

届出は記名のみ
（印不要）

変更届時は「申請書」を消す

こうろん

変更箇所以外は認証書
のとおり記載する

徳島県徳島市応神町２丁目６番

徳島県徳島市応神町２丁目６番 左に同じ
株式会社 公論モータース

こうろんかぶしきがいしゃ

左に同じ

株式会社 自動車商会

�屋内作業場の面積 ･間口 ･奥行変更
◎提出期限：30 日以内
◎提出書類：①第１号様式　自動車分解整備事業申請書（変更届）　１部
　　　　　　②作業場平面図　１部
　　　　　　　※１：A4サイズ、又は折りたたんだ状態でA4サイズとする。
　　　　　　　※�２：屋内作業場及び車両置場の寸法を記入する。この場合、

10cm 未満は切り捨てる。
　　　　　　　※�３：指定工場の場合、指定工場のレイアウトを記載した図面

も同時に添付する。

［変更時の具体例と提出書類記載例］
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１．軽油を燃料とする原動機を除く

対象とする自動車
の種類及び
対象とする装置の
種類

認　証　年　月　日

印

該当し

ない欄

を斜線

で消す

こと。

第１号様式

自動車分解整備事業認証申請書（変更届）

指　定　番　号 四運指　第 号 普・小・軽 年 月 日平 ・ 昭

認　証　番　号 四運証第 号－ 普・小・軽 年 月 日平 ・ 昭

変 更 年 月 日 平　成 年 月 日 変更理由

事 業 の 譲 渡 譲渡人 自家・専業・販売の別 自　家　・　専　業　・　販　売

業　務　の　範　囲 １．軽油を燃料とする原動機を除く ２．ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする原動機を除く ３．カタピラ付大型特殊自動車に限る

7 . 小型二輪自動車 〔原･動･走･操･制･緩･連〕 8 .  軽  自  動  車 〔原･動･走･操･制･緩･連〕 9 . 大型特殊自動車 〔原･動･走･操･制･緩･連〕

4 . 普通自動車（乗用） 〔原･動･走･操･制･緩･連〕 5 . 小型四輪自動車 〔原･動･走･操･制･緩･連〕 6 . 小型三輪自動車 〔原･動･走･操･制･緩･連〕

1 . 普通自動車（大型） 〔原･動･走･操･制･緩･連〕 2 . 普通自動車（中型） 〔原･動･走･操･制･緩･連〕 3 . 普通自動車（小型） 〔原･動･走･操･制･緩･連〕

事　業　の　種　類 １．普通自動車分解整備事業 ２．小型自動車分解整備事業 ３．軽自動車分解整備事業

事業者の氏名又は名称 新 旧

事　業　者　の　住　所 新 旧

事　業　者　の　名　称 新 旧

事 業 場 の 所 在 地 新 旧

四国運輸局長　殿

平成　　　年　　　月　　　日
申請（届出）者の氏名
又 は 名 称 及 び 住 所 （又は署名）

※届出は記名のみ

印

ふりがな

ふりがな

30 ５ 14
株式会社 公論モータース
代表取締役　徳島 純一

30 ５ 10

公論モータサービス 左に同じ
徳島県徳島市応神町３丁目９番

変更から 30日以内であること

屋内作業場の増築による
60 XXXX

XXXX
55 ６ 1
55 ６ 1

届出は記名のみ
（印不要）

変更届時は「申請書」を消す

こうろん

変更箇所以外は認証書
のとおり記載する

徳島県徳島市応神町２丁目６番

徳島県徳島市応神町２丁目６番 左に同じ
株式会社 公論モータース

こうろんかぶしきがいしゃ

左に同じ

左に同じ

事業場の面積（小数点第１まで記入）

印

認　証　基　準 計　算　式　等　記　入

整　　　備　　　主　　　任　　　者

氏　　　 名 選任年月日 解職年月日氏　　　 名 選任年月日 解職年月日 氏　　　 名 選任年月日 解職年月日

屋

　内

　作

　業

　場

車
両
整
備

作
業
場

点
検
作
業
場

間　口

奥　行

面　積

間　口

奥　行

面　積

間　口

奥　行

面　積

車
両
置
場

部品整備作業場

総　敷　地　面　積

現 

在 

の 

行 

員 

数

分
解
整
備
工

そ

　の

　他

名

名

うち
１級整備士

名
２級整備士

名
３級整備士

名
うち
１級整備士

名
２級整備士

名
３級整備士

名

役　職　名 氏　　　　 名 役　職　名 氏　　　　 名 役　職　名 氏　　　　 名 役　職　名 氏　　　　 名

申 請 に 係 る 事 業 場 の 現 地 確 認 平成 年 月 日 氏名

法　　　人　　　の　　　役　　　員

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ２

ｍ２

ｍ２

ｍ２

ｍ２

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

15 4 1

小数点第１位まで記入する
※10cm未満は切り捨てる
　例）実際の寸法 705cｍ
　　　⇒700cm
　　　⇒7.0mと記入

また、同時に提出する作業
場平面図と相違がないこと

変更箇所以外は認証書
のとおり記載する

徳島 茂雄7.0
15.0

7.0×15.0＝105.0
12.0×3.0＝36.0

5.0
15.0

5.0×15.0＝75.0
12.0
5.0

12.0×5.0＝60.0
24.0×34.0＝816.0

３

２

１

２
代表取締役徳島 純一
取締役
取締役
監査役

徳島 順次
徳島 茂徳
三好 太郎

［変更時の具体例と提出書類記載例］
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作業場平面図　　

12.0 4.0

7.0

12.0

5.0

1
5
.0

3
.0

1
0
.0

8
.0

5
.0

ヘ

イ

ロ

ハ

ニ

ホ
記号
イ：車両整備作業場
ロ：部品整備作業場
ハ：点検作業場
ニ：車両置場（屋外）
ホ：事務室
ヘ：倉庫

単位：ｍ

A4 サイズ又はA4サイズに
折りたたんだ状態で提出する

同時に提出する第１号様式　
自動車分解整備事業申請書
（届出書）と相違がないこと

�法人の役員に変更があったとき
◎提出期限：30 日以内
◎提出書類：①第４号様式　法人の役員変更届　１部
　　　　　　②商業登記簿謄本　１部
　　　　　　　※�同一事業者が複数の事業場を有する場合は、第４号様式の２

（事業場一覧表）を添付することにより、他の事業場に係る
変更届の提出に代えることができる。

［変更時の具体例と提出書類記載例］
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第４号様式

四国運輸局長　殿
平成　　　  年　　　  月　　　  日

届出者
（申告者）

（又は署名）

印

法人の役員変更届

氏　名
又　は
名　称

　道路運送車両法第８０条第１項第２号の規定により届出します。
　なお、下記の者は道路運送車両法第８０条第１項第２号に該当しないこ
とを申告します。

認　証　番　号 四  運  証　第 － 号

事業場の名称

変 更 年 月 日

役　　　  職　　　  名

平　成　   　　　   年 月 日

氏　　　　  名

※注 １．記載欄が不足する場合は当該様式を複数用いること。
　　  ２．同一事業者が複数の事業場を有する場合は別紙として、第４号様
　　　　  式の２を添付すること。

（日本工業規格　Ａ列４番）

30 ５ 14

株式会社 公論モータース
代表取締役　徳島 純一

30 ５ 10
公論モータース本店 ほか

変更から 30日以内
であること

60 XXXX

徳島県徳島市応神町２丁目６番

代
表
取

締
役
徳

島
純
一

代表取締役 徳島 純一
取締役
取締役
監査役

徳島 順次
徳島 茂徳
三好 太郎

自署の場合は印不要

複数の事業場を有す
る場合は別紙として
第４号様式の２を添
付する

変更の届出であると
ともに、認証基準に
適合した者（＊）で
あることの申告とな
る

（＊）車両法第 80条
第１項第２号に該当
しない者である

［変更時の具体例と提出書類記載例］
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